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建設水道常任委員会 
 

令和５年３月１４日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎横田 敏文     ○井上 卓也     溝部真紀子 

 齋藤 文夫      中川 靖広     木澤 正男 

伴 議 長 

 

２．理事者出席者 

町     長  中西 和夫    副 町 長  加藤 惠三 

総 務 部 長  西巻 昭男    都市建設部長  上田 俊雄 

建設農林課長  手塚  仁    同 課 長 補 佐  田中 弘二

同 課 長 補 佐  平本 吉男    都市創生課長  福居 哲也    

同 課 長 補 佐  柳井孝一朗    同  係  長  菅田 修久    

上下水道課長  岡村 智生    同 課 長 補 佐  上田 和弘 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         佐谷 容子    同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 
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上下水道

課長 

 

開会（午前９時００分）  

署名委員  木澤委員、井上委員 

 

おはようございます。全委員出席されておりますので、ただいまから、建設

水道常任委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けします。 中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名します。 

署名委員に、木澤委員、井上委員のおふたりを指名します。おふたりには、

よろしくお願いします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおりです。 

初めに、本会議からの付託議案についてであります。 

１．付託議案、（１）議案第１４号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会

の設置に関する協議についてを議題とします。 

理事者の説明を求めます。 岡村上下水道課長。 

 

議案第１４号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議に

ついて、ご説明いたします。議案についてご説明申しあげます。 

奈良県における広域的な水道事業を経営する企業団設立のための検討協議体

制として、現行の任意協議会を、奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約に

基づく法定協議会として設置することについて、議会の議決を求めるものであ

ります。はじめに議案書１枚目を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

議案書２枚目の奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約をご覧ください。

主要な部分の説明とさせていただきます。第１条 協議会の目的であります。

この協議会は地方自治法第２５２条の２の２第１項の規定に基づき、奈良県に
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おける広域的な水道事業等を経営する企業団の設立のための連絡調整を図るこ

と、及び広域的な水道事業の計画を共同して作成することを目的としていま

す。第２条 議会の名称でございます。第３条 議会を設ける団体です。議案

書の３枚目をご覧ください。奈良県、２３市町村、磯城郡水道企業団、奈良県

広域水質検査センター組合の合計２６団体となっております。 

議案書２枚目に戻りまして、第４条 議会の担当する事務です。第５条 協

議会の事務所は、奈良県水道局内でございます。第６条 協議会の組織でござ

います。会長１名、副会長２名、委員２５名と定められています。第７条 会

長は奈良県知事、副会長は橿原市長及び生駒市長の職にある者とされ、非常勤

と規定されております。副会長は、会長が欠けたとき等会長の職務代理とし、

その順序は橿原市長、生駒市長の順となります。第８条 委員ですが、会長ま

たは副会長以外の関係団体の長で選任され、非常勤と規定されております。第

９条 協議会の会議ですが、会長が必要に応じて招集することとなっておりま

す。第１０条 事務局でございますが、事務局長は奈良県水道局県域水道一体

化準備室長の職にある者と規定されております。第１１条 経費の支弁方法で

すが、協議会の担任する事務に要する費用は、奈良県水道局が負担し、関係団

体に属する職員の参加に係る旅費等は、その属する関係団体で負担することと

定められています。第１２条はその他協議会の運営に必要な事項は会長が別に

定めることとなっております。なお議案は、関係２６団体の議会の議決状況に

ついて、事務局により確認され、すべての関係団体の議決が得られた段階で議

決証明を事務局に提出し、令和５年４月１日からの施行となります。 

以上、議案第１４号 奈良県広域水道企業団設準備協議会の設置に関する協

議についての説明とさせていただきます。何とぞ原案どおり可決賜りますよ

う、よろしくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 木澤委員。 

 

いろいろ考えたんですけど、結論から申しあげますとやっぱり私はこれには

ちょっと賛成しがたいなと思います。この間いろんなことは聞いてきましたの

で、この場であれこれ全部は聞きませんけど、ちょっと気になる点だけ確認し
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たいんですけど、企業団設立されますと、今で言ったら企業会計として、水

道、町の予算決算で町議会で議決という形になっていますけど、その流れとい

うのは今後どういうふうになっていくんでしょうか。 

 

岡村上下水道課長。 

 

今後の流れでございますが、こちらにつきましては、議員協議会等で決めら

れまして、そちらで諮られまして、今までと同様に諮られた中で進めていくも

のということで認識しております。 

 

今、だから町の水道会計ありますわね、あれと同じ形で今後も続いていくと

いうことなんですか。 

 

上田都市建設部長。 

 

令和７年度から事業統合になりますので、令和６年度までは斑鳩町の水道会

計として、今現在と同じ状況で進めていきます。令和６年度に一部事務組合設

立の議案を上程した中で、うちのほうの関係条例等の廃止になりますので、そ

の段階で切り替わると、会計が切り替わるということでございます。 

 

そうすると、今までの予算・決算という形は一切出てこないと。企業団議会

のほうで、審査されて議決されるということで、町議会のほうに諮るという関

係はなくなってしまうということでよろしいですか。 

 

企業団のほうで議会が設立されますので、そこの報告を受けるということに

なってまいります。 

 

ほかにございますか。 

 

（ な  し ） 
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議案第１４号については、討論の申し出があります。よって、これより討論

を行います。 

初めに、本案を可決することに反対の委員の意見を求めます。 

木澤委員。 

 

それでは、議案第１４号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関

する協議について、反対の立場から意見を申しあげます。 

今回の議案は、奈良県広域水道企業団設立のための準備協議会を設置するた

め、その規約の議決を求めるものです。今回は、企業団そのものの設立ではあ

りませんが、この準備協議会の設置を認めることは、企業団への参加を認める

ことと同義だというふうに考えますので、私はこの時点で反対をさせていただ

きます。そもそも、今回の広域水道企業団の構想は、県主導のもとで進められ

てきましたが、国・県の補助金を使って財政誘導を行い、財政力の小さな自治

体は参加せざるを得ないような形になっていることがまず大きな問題だと考え

ます。本来、国、県というのは、市町村が行う行政の補完を行うのが本来の姿

であり、今回の水道でいうと、各自治体が守ってきた水源を生かした水道行政

を維持できるように財政支援も含めて援助していくのが、国、県に求められる

役割ではないでしょうか。しかし、実際は真逆のことが行われていると思いま

す。そもそも今回の県水１００％受水から県域水道一体化構想に至るまでの

元々の背景は、高度経済成長と人口増を見込んで計画・建設された大滝ダムが

人口減少や水需要の減少によって供給過多となり、将来的な維持管理費や起債

償還費などの不安から、いかにして市町村に県の水を購入させるかという発想

からスタートしており、国・県の補助金による老朽管更新事業や施設の維持管

理費など、市町村が苦労している面での費用負担軽減を入口とした財政誘導に

より市町村に参加を促し、その枠組みをつくることによって浄水場の統廃合な

どを行い、最終的には市町村の自己水をリストラし、県水の供給を拡大するこ

とを目的とした、究極の改革であることを最初に指摘しておきたいと思いま

す。こうした背景のもと進められようとしているものですが、斑鳩町がこの企

業団に参加するメリット・デメリットについて、触れておきたいと思います。 

まず、参加することに対するメリットですが、最も大きいのは何と言っても
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費用負担の軽減です。この間、人口減少や節水意識の向上、また家電製品の進

化などによって、水需要が減少し、自己水をつくって売っても赤字になるとい

う状態が続いてきました。また、町の水道関係施設が更新時期を迎えることに

よる、改修費用の増大が水道会計を圧迫し、今後、どこかの段階で水道料金の

値上げが発生することが町から示されるなか、県水１００％への切り替えるこ

とにより、水道料金の値上げが延命されるという点で、町民にとってはプラス

になるのではないかというふうに考え、私も切り替え当時の水道会計予算に反

対はしませんでした。しかし、この選択が果たして正解だったのかどうかとい

う点では、将来的な不安は残ったままです。 

今回も企業団に参加すれば水道料金が安くなるとの試算が示されており、こ

の面だけ見ると参加するのが正解なのかと感じることもありますが、しかし、

これはあくまでも補助金投入による一時的なものであり、県も今後の水道料金

値上げは避けられないものと試算も示しています。また、現在であれば、水道

料金は町独自で決められますが、企業団に参加することで、その自治権という

か裁量が無くなってしまうことに強い不安を感じています。 

ここからはデメリットの話になりますが、例えば、この間コロナ禍のもと、

斑鳩町では、水道料金の基本料金を免除するという住民への支援策を行ってき

ました。国の交付金も活用してきましたが、水道会計から負担をした部分もあ

ります。現在はこうした独自の判断で素早い対応ができますが、これが企業団

に参加すると、その中で意見を言うことはできますが、しかし、斑鳩町だけが

独自に実施するということはできなくなります。更に言うと、企業団のなかに

県が入っていて、設立後も県が強力なイニシアチブをとって企業団の運営をコ

ントロールしていくことになると思います。そうすると、県の判断がそのまま

企業団の方針になり、参加自治体はそれに従わされるということになり、水道

料金についても今後、統一化され、県の言われるがままに値上げが行われると

いうことになりかねないというか、私は高い確率でそうなると思っています。

ですので、すでに県水１００％という状態にはなってはいますが、水道料金体

系の自己決定権を渡してしまう企業団の参加には問題があると考えています。 

次に、民営化の問題です。この間の議論のなかで、県は民営化はしないとは

っきり明言しました。そこについては、各市町村の議会や、会議に参加されて
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きたそれぞれの首長、職員のみなさんからもそうした声をあげていただいてき

た結果だと考えており、この件の言質を引き出したことは、大きな成果だと考

えています。しかし、民営化しないという言葉の前に「当面は」という言葉が

隠されていると思っており、この間、消防行政を広域化する際に、県が取って

きた手法を見ているので、私は県の言うことは信用していません。 

また、全体の運営管理を民営化しなくても、部分的な業務委託などが行わ

れ、水道行政を担う職員の専門性やノウハウなどの継承が困難になるなど、長

期的に安定的な運営が損なわれる危険性があると考えています。 

次に、企業団会計の審査や企業団議会の運営などが住民から遠くなってしま

うという問題です。これは規模が大きくなると仕方がない部分ではあるのです

が、この間、広域化された後期高齢者医療や国民健康保険、消防など、会計全

体の動きがどうなっているのか、町議会への報告や説明の機会が大きく減り、

非常に把握しにくい状態となっています。また、広域議会の運営についても、

今回、すべての構成団体の議会から議員を選出するとされ、民主的な運営を求

める住民の声が一定反映はされているものの、今後どのような運営がなされる

のか非常に心配です。この間、奈良モデルとして進められてきた広域化が、市

町村の裁量を奪う形での運営になってしまっている状況を見ると、やはり、各

自治体が責任を持って、住民にもわかりやすく見える形で運営され、住民の声

がきちんと届く規模であることの大切さを痛感しています。 

以上の理由から、斑鳩町の住民にとって今回の県域水道の一体化は、長い目

で見ると住民にとって不利益をもたらすことになるのではないかと考えますの

で、この議案を可決することには反対の立場であることを申しあげ、私の反対

意見とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

次に、本案を可決することに賛成の委員の意見を求めます。 

井上委員。 

 

議案第１４号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議に

ついて、賛成する立場から意見を述べさせていただきます。 

水道事業は、人口減少に伴う給水収益の減少、施設老朽化による更新需要の
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増加、職員の減少による技術力の低下など、水道事業を取り巻く経営環境はま

すます厳しい状況になると思われます。これらの課題解決に向けて、奈良県内

の水道事業者により水道事業の県域一体化について調査・検討が進められてお

ります。特に、水道施設の老朽化対策を着実に進める取り組みは急務であり、

奈良県全域で施設整備の集約化を図ることで整備費用を抑制するとともに、そ

の財源も、国の交付金や奈良県からの財政支援により計画的に進めることがで

きるようになり、将来の水道料金の上昇も抑制されることが示されておりま

す。また、ライフラインである水道にとって、災害時における危機管理体制も

非常に重要であり、計画では市町村域を超えた連絡管等の新設や、継続して利

用する既存の浄水場について適切に更新されることから、地震等の災害や事故

発生に備えたバックアップ機能の確保も期待するところであります。 

さらに、事業運営につきましても、奈良県広域水道企業団基本計画ではコン

セッション事業への移行や民営化については行わないことが示されています。 

以上のことから、現在２６団体で奈良県広域水道企業団の設立に向けた議論

が進められており、将来にわたり安全で安心な水道水を持続的に供給できるよ

うな取り組みを進めていただきたいと思っております。 

町におかれましても、引き続き、健全かつ効率的な水道事業運営を図ってい

ただけるよう要望して、賛成意見とさせていただきます。 

議員の皆様のご賛同よろしくお願いします。 

 

これをもって、討論を終結します。 

本案については、賛否両論であります。よって、これより採決を行います。 

本案を原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手する者あり ） 

 

賛成多数であります。 

よって、議案第１４号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関す

る協議については、当委員会として賛成多数で可決すべきものと決しました。 

次に、（２）認定第１号 町道認定についてを議題とします。 
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理事者の説明を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

それでは、認定第１号 町道認定について、ご説明を申しあげます。 

最初に議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案につきましては、都市計画法第２９条の開発道路６路線と、建築基準

法第４２条の位置指定道路１路線の合計７路線につきまして、道路法第８条第

１項の規定により町道に認定するものであり、同法第８条第２項の規定により

議会の議決をお願いするものであります。 

それでは、整理番号順に、各路線についてご説明させていただきます。 

恐れ入りますが、本日お配りしております資料１をごらんください。 

１枚目が認定する７路線でございます。２枚目が各路線の位置図、３枚目以

降が、各路線の詳細図を添付しております。まず、資料の３枚目、右上に記載

しております整理番号１の町道１００１号線でございます。本路線は、斑鳩町

龍田北１丁目２８２７番７先を起点とし、同所２８２７番５先を終点とする延

長２２．６メートル、最大幅員７．４メートル、最小幅員６．０メートルの開

発道路でございます。次に、裏面整理番号２の町道２９４号線でございます。

本路線は、斑鳩町法隆寺２丁目５８０番１先を起点とし、同所５８０番６先を

終点とする延長３６．２メートル、最大幅員が１３．９メートル、最小幅員が

６．０メートルの開発道路でございます。次に、整理番号３の町道３０２９号

線でございます。本路線は、斑鳩町法隆寺南２丁目２８１番６先を起点とし、

同所２８１番１０先を終点とする延長３６．０メートル、最大幅員が１３．０

メートル、最小幅員が６．０メートルの開発道路でございます。 

次に、裏面の整理番号４、町道３０３０号線でございます。本路線は、斑鳩

町阿波１丁目４８６番３先を起点とし、同所４８６番１先を終点とする延長３

２．８メートル、最大幅員が１０．２メートル、最小幅員が６．０メールの位

置指定道路でございます。次に、整理番号５、町道４０８７号線でございま

す。本路線は、斑鳩町龍田南１丁目１８番１１先を起点とし、同所１８番９先
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を終点とする延長６９．０メートル、最大幅員は９．２メートル、最小幅員は

６．０メートルの開発道路でございます。次に、整理番号６、町道５９３号線

でございます。斑鳩町龍田西４丁目１０９８番７先を起点とし、同所１０９８

番１１先を終点とする、延長４４．７メートル、最大幅員は１３．０メート

ル、最小幅員は６．０メートルの開発道路でございます。次に、整理番号７の

町道５９４号線でございます。斑鳩町龍田西１丁目１３８０番１先を起点と

し、同所１３７６番１５先を終点とする、延長８３．６メートル、最大幅員は

１２．７メートル、最小幅員は６．０メートルの開発道路でございます。 

以上 認定第１号 町道認定の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議を賜り、原案どおり認定いただきますよう、よろしくお願い

申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りします。 

本案については、当委員会として、原案どおり認定することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号については、当委員会として、満場一致で認定すべきも

のと決しました。 

次に、２．継続審査を議題とします。 

（１）都市基盤整備事業に関することについて、理事者の報告を求めます。 

福居都市創生課長。 
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それでは、継続審査、都市基盤整備事業に関することについて報告します。 

はじめに、いかるがパークウェイの進捗状況についてであります。県道大和

高田斑鳩線との交差点部分の整備につきまして、県道北側からパークウェイへ

西向きに進入するための右折レーンを設置するために、県道を東側へ拡幅する

計画をされております。このことについて、今月２４日の金曜日１９時から、

中央公民館にて、地元説明会が実施されることとなりましたので報告します。 

説明会の主な内容としましては、周辺自治会及び地権者を対象に、県道拡幅

についての説明と、今後の測量作業に対する協力依頼となっております。 

以上、継続審査、都市基盤整備事業に関することについての報告とさせてい

ただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

２４日に説明会あるということですけれど、案内というのはどの範囲でして

いただいているんでしょうか。 

 

案内としましては、まず影響する地権者の方々に個別に案内をさせていただ

いているということと、あと今現在工事中の箇所につきまして、その進捗状況

についても若干説明されるということでありまして、以前工事説明会されまし

た自治会とあわせまして全１３自治会に対して案内したところでございます。 

 

あと、右折レーンをつけるということで、ご説明いただいたんですけど、だ

いたいのその構想というのは決まっているんでしょうか。 

 

県道の北側から南側に走行する車両の交差点部分につきまして右折レーンが

必要となりますので、県道北側から南側の車線については２車線になるという

ことを計画されておりまして、その部分の東側を拡幅というような内容になっ

ております。 
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今回、交差点部分のということの説明会ですけれども、東側の部分県道が２

車線になって、歩道の部分のところにかかるのかなというふうに思いますけれ

ども、今回はこの交差点のことだけに限った話ということで、そこから東側を

どうするこうするということは、今回の話の中では出てこないということで理

解してよろしいでしょうか。 

 

そのとおりでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで終わり

ます。 

次に、３．各課報告事項を議題とします。（１）議案第６号 令和４年度斑

鳩町一般会計補正予算（第１４号）について、理事者の報告を求めます。  

手塚建設農林課長。 

 

それでは、議案第６号 令和４年度 斑鳩町一般会計補正予算（第１４号）

についてのうち、当委員会の所管に関することについてご説明申しあげます。 

まず、歳入からご説明いたします。補正予算書の１０ページをお願いいたし

ます。はじめに、第１６款 県支出金、第２項 県補助金、第４目 農林水産

業費県補助金、第１節 農業費補助金で、持続的な農業経営のための生産の効

率化等にとりくむ団体を支援する農地利用効率化等支援交付金について、１団

体が活用を取りやめたことから、農地利用効率化等支援交付金１，１０９万１

千円の減額、第２節 農業費補助金で、防災重点ため池の耐震性調査に要する

費用が補助対象となることから、震災対策農業水利施設整備事業費補助金２千

万円の増額をお願いするものであります。次に、第２２款 町債、第１項 町

債、第３目 農林水産業債では、県営で実施している桜池の耐震化工事に要す
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る町負担分の費用の増額に対し、地方交付税措置のある町債を活用することか

ら４３０万円の増額をお願いするものであります。 

１２ページをお願いいたします。次に歳出予算の補正についてであります。 

はじめに、第５款 農林水産業費、第１項 農業費では、第４目 土地改良

事業費で、歳入で申しあげました防災重点ため池の耐震性調査に要する費用と

して、第１２節 委託料で、溜池耐震性調査業務委託料２千万円の増額、第１

８節 負担金補助及び交付金で、県土地改良事業団体連合会事業特別賦課金１

１万円の増額、歳入で申しあげました県営で実施している桜池の耐震化工事に

要する町負担分の費用として、県営ため池等整備事業負担金４３８万９千円の

増額をお願いするものであります。第７目 地域農政推進対策事業費では、第

１８節 負担金補助及び交付金で、歳入で申しあげました農地利用効率化等支

援交付金について、１団体が活用を取りやめたことから１，１０９万１千円の

減額をお願いするものであります。 

４ページにお戻りいただけますでしょうか。第２表 繰越明許費補正につい

てです。歳出において増額補正を申しあげた事業を含め、本年度末までに予算

の支出が見込めないことから、それぞれ予算措置の追加をお願いするものであ

ります。第５款 農林水産業費、第１項 農業費 震災対策農業水利施設整備

事業で２，０１１万円、第７款 土木費、第２項 道路橋りょう費 未登記道

路整備事業で１７５万円あわせて２，１８６万円をお願いしております。 

以上、議案第６号 令和４年度 斑鳩町一般会計補正予算（第１４号）につ

いての内、当委員会所管に関するものについての説明とさせていただきます。 

よろしくお願い申しあげます。      

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

木澤委員。 

 

県のため池の工事の中で、町の負担が増えたという説明してくれはったんで

すけど、何か変更があって増えたんですか。 

 

こちらにつきましては、令和５年度予算の一部について、国の令和４年度第



 - 14 - 

課長 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

建設農林

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次補正において、県のほうで前倒しで補助金が配分されたことになりました

ので、その分に対しての町の負担分が増えたというところでございます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

議案第６号 令和４年度斑鳩町一般会計補正予算（第１４号）については、

当委員会の所管にかかる事項について報告を受けたことを確認します。 

次に、（２）大和川遊水地整備事業に伴う住民説明会について、理事者の報

告を求めます。 手塚建設農林課長。 

 

それでは、国の事業であります、大和川遊水地整備事業に伴う住民説明会に

ついてご報告させていただきます。 

目安地区の大和川遊水地について、令和５年２月１９日日曜日に法隆寺第三

団地自治会及び周辺住民に対する説明会を開催いたしました。場所は、いかる

がホール小ホール、参加者は７２名で、当日は大和川遊水地の事業目的・効果

などについて説明を行いました。法隆寺第三団地自治会に対しましては、今ま

で新型コロナの影響から全体説明会を行わず、各班の代表者である評議員さん

に対する説明会と、遊水地建設場所に一番近い班（五町会）に対する説明会を

開催しておりましたが、今回は初めて自治会の全体の説明会となりました。な

お、自治会に加入されていない方に対しましても案内文書を送付し、説明会の

参加を呼びかけ参加いただいたところでございます。 

具体的な説明内容につきましては、大和川流域の地形的特徴について。過去

の浸水被害としまして、昭和５７年、平成２９年の浸水被害の状況。大和川流

域におけるこれまでの取り組みとしまして、総合治水対策・平成緊急内水対策

についての事業紹介。遊水地事業についてとしまして、大和川で実施している

事業や今後計画している事業、県内５か所の遊水地計画とその現在の状況、遊

水地の概要、完成予定のイメージパース、三代川地区の用地買収の進捗等につ

いてと、最後に大和川が特定都市河川に位置付けられたことにより内水対策を
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行えることになったことから、遊水地内へ内水を取り込む計画を考えていくと

いう内容の説明をされました。 

説明会参加者からの質疑としまして、内水を遊水地に取り込む方法を具体的

に教えてほしい。現在、三代川地区は進んでいるが、目安地区のスケジュール

を示してほしい。三代川地区の遊水地ができることでＪＲの電車の音が堤坊に

響くと思う、防音対策について聞かせてほしい。内水を遊水地に入れることで

大和川の洪水前に遊水地が満水にならないのか。亀の瀬を広げて洪水対策を考

えられないか。ＪＲのアンダーパスの道路など遊水地ができることで道路計画

はどうなるのか。このような説明会はありがたい、今後も説明会などで意見を

聞いてもらう場の提供をお願いしたい等のご質問・ご意見があり、国から一定

の回答を行いました。 

締めくくりとしまして、今後も内水の取り込み方法、道路の計画、水路の計

画などがどのようになるかについては、説明会等を開催しながら住民の皆様に

丁寧に説明していきたいという国の意向を述べられ、説明会は終了しました。 

大和川遊水地整備事業に伴う住民説明会の報告は以上となります。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

 木澤委員。 

 

 今の報告聞いていますと、いろいろ要望とか質問とか出たけど、強く反対だ

とか、そういう声はなく、基本的には皆さん前向いて整備を進めていくという

ことでご理解いただいているというふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

 事業の計画に対する質問、計画に対する内容がほとんどであり、国の説明に

対する対策について、特にこういった事業自身に反対やというような、そうい

った声はございませんでした。 

 

 その中で目安のことも触れられていましたけど、今、地元との合意も含め

て、今後、国の事業としての進捗のスパンっていうんですかね、全体としてど

ういうふうになっているのかというのをちょっと確認したいんですけど。 
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 こちらの説明会のほうでも、目安地区の事業スケジュールはどういうスケジ

ュール計画になるかというご質問がございました。そこで国のほうといたしま

して、現時点で細かくいついつに用地買収、いついつに測量等々の細かいスケ

ジュールはちょっと今の段階で示せないということのご回答でございました。 

 

 今、安堵の地域のほうで整備はされていると思うんですけど、当然そこが終

わってから斑鳩町となると思うんですけど、安堵町のほうの事業のめどという

のはだいたいいつ頃になるんでしょうか。 

 

 安堵町につきましても、国の当初の計画ですと、ひとつの地区に対して約５

年の工事期間を要するということで説明しておりましたが、その安堵町の工事

も今現在その５年のペースで進んでいるのかどうかというところまでの詳細は

ちょっと聞いておりませんので、めどとして５年というのを以前示されており

ますが、きっちり工事着工、おととしからかかっておりますけども、５年で終

わるかどうかというのはちょっと見通しはつかないような状況でございます。 

 

 伴議長。 

 

 今の説明会の話で、住民さんから聞いている話、たぶん会場ではなかなか質

問しにくい、実際の声としてその施設ができることによって、自分の自宅の資

産価値が落ちるようなことになるんと違うやろか、実際そういう声もよく聞い

ているんです。それによって、後どうその施設を利用するか、よそではええグ

ラウンドがやってもらったりっていうかということも聞いていますので、その

あたりも今後の推移を見て変わってくるん違いますかと、あんまり心配されへ

んだらええと思いますという話をしているんですけど、そのあたり、どんな感

じですねやろ、そんな話は出たんでしょうか。 

 

 説明会の中や、直接電話等々でご質問等々を受けることもたくさんあるんで

すんですけども、土地の資産価値が下がるのではないかというようなご質問は

聞いてないような状況でございます。そして、説明会の中でも遊水地ができ
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て、この後の維持管理、洪水後の泥の状況とか、そういったところの後の管理

はどうなるのかという質問がございました。ここにおきましては、跡地利用を

もしするのであれば、斑鳩町でそのあとの管理、跡地利用しないのであれば、

国で管理していきますという回答でしたが、今現在、跡地利用を町のほうでも

考えておりますので、そういったところにつきましては、住民さんの期待でき

るような施設をつくっていきたいと考えているところでございます。 

 

 せっかくのこういうような施設ができるということなんで、夢のある、国の

ほうからの応援をいただいて、そういう形にしていただきたいと思いますん

で、以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

次に、（３）公共下水道事業に関することについて、理事者の報告を求めま

す。 岡村上下水道課長。 

 

公共下水道事業に関することについてご報告させていただきます。 

はじめに令和４年度の公共下水道工事の状況についてでございます。資料２

の１枚目をご覧ください。令和４年度には、繰越・継続工事を含め図中で記し

ております７か所の路線で面整備等の工事を実施いたしました。まず、令和４

年度の単年度工事では、赤色路線の７工区－２、茶色の１０工区－５、緑色の

１０工区－４、繰越工事では、桃色の１０工区－３、継続工事では、紫色の１

６工区－２、黄色２１工区－４でございます。全て年度内に完了する予定をし

ております。これによりまして、令和４年度の整備延長は約３．６ｋｍ、整備

面積は約６ヘクタールとなっております。 

続きまして、２枚目の公共下水道接続申請状況でございます。令和５年２月

末の状況でございます。今年度に入り１３２件の申請を受け付け、申請総数が

４，７９４件となっております。接続率は７７．４％でございます。 
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次に、融資あっせん利用総数は、新規は０件、浄化槽雨水貯留施設転用申請

総数は４件の申請を受け付け、総数は５９件となっております。 

続きまして、資料の３枚目をお願いします。公共下水道事業計画図でござい

ます。青色破線で囲んでいる区域が下水道予定処理区域３８６ヘクタールでご

ざいます。そのうち、水色で着色している供用開始区域及び、本年度工事が完

了した区域として２７２ヘクタールでございます。また、令和５年度に予定し

ている下水道工事路線を赤色で着色しております。整備延長、約２．３ｋｍ、

整備面積、約７．８ヘクタールの予定でございます。 

 以上、下水道事業に関することについての報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

  

（ な  し ） 

 

他に、理事者側から何か報告しておくことはございませんか。 

福居都市創生課長。 

 

それでは、都市創生課から、観光庁所管の観光再始動事業についてご報告さ

せていただきます。本事業につきましては、観光庁が所管する全額補助の調査

事業であり、その目的は、２０２５年の大阪・関西万博に向けて、インバウン

ドの本格的な回復を図るため、観光回復の起爆剤となる特別なとりくみを全国

で集中的に実施することを通じて、観光需要の回復やインバウンド促進の方向

性について検証することとされております。このことから、事業対象としまし

ては、インバウンドが体験できる旅行商品やイベントなどの造成から販路開拓

までの一貫したとりくみで、新規性が高く、特別なものであり、集客規模が大

きい、又は高付加価値化がなされたものとなっております。なお、事業費の上

限につきましては８千万円であり、対象者は、国・地方公共団体等となってお

ります。この事業募集にあたり、本町にとっても、来年度は、法隆寺地域の仏

教建造物が世界文化遺産に登録されて３０周年の記念すべき年でありますこと

から、関連事業の充実や観光振興に活用したいと考えまして、来年度、法隆寺
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敷地内で開催を予定しております「和のあかりと未来へのひかり」に合わせて

のデジタルアート演出や、法隆寺・中宮寺での写経・茶道体験、また多言語案

内環境の整備などを計画し、先月２７日に事業申請させていただいたところで

あります。なお、本事業の申請金額は７，９５０万７千円となっております。 

つきましては、本事業が採択された際に速やかな事業着手が必要となります

ことから、この事業費にかかる補正予算について、専決処分させていただきた

いと考えておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。以

上、観光庁所管の観光再始動事業についてのご報告とさせていただきます。 

 

他にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けします。 

齋藤委員。 

 

今の申請で、もし申請が承認されなかった場合、専決処分された分はどうな

るのかっていうか、申請が却下されても事業をやるということでしょうか。 

 

この事業につきまして、採択がされない場合につきましては、事業は実施し

ないことといたします。 

 

ということは、専決処分してても、却下されたら事業をしないから、また元

に戻すということですか。 

 

予算の専決処分につきましては、事業採択されてからのちにさせていただき

たいと考えているところでございます。 

 

ほかにございませんか。 
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（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、各課報告事項については終わります。 

次に、４．その他について、各委員さんから質疑・ご意見等がありましたら

お受けします。 溝部委員。 

 

元高安の睦自治会から、治水対策というか、水路への要望というのが出てい

ると思うんですけれども、最近どんな感じの要望が出ていて、回答状況とそれ

に対する実施状況というのをちょっと教えていただきたいんですけれども。 

 

手塚建設農林課長。 

 

以前の高安睦自治会からの要望状況につきましては、令和元年の１２月、令

和２年の１１月、令和３年の１２月等で、直近要望いただいているところでご

ざいます。委員のおっしゃる水路、治水関係についてのご要望内容といたしま

しては、富雄川の河川改修との関係もあると思いますが、近年は豪雨の発生頻

度も増え、また宅地化などで流量が短時間に増すことが多くなっています。水

路の拡張や水路の放流先の分散化などもご検討お願いしますといったご要望を

いただいております。これに対しまして町といたしましては、高安睦地区の雨

水排水は富雄川に排水されており、富雄川の水位に影響されることから、排水

路の整備では事業効果が得にくいため、早期に富雄川の改修が完成されるよう

引き続き事業主体である奈良県へ要望してまいりますという回答、また雨水排

水を一時的にためて、流量を調整するいわゆる調整池の設置につきまして、ま

たその規模や整備に係る経費などを含め効果検証などを行い設置に向けて検討

をしてまいりますという回答を、文書及び自治会長、役員さんに直接お会い

し、説明しながら回答しているところでございます。 

 

ありがとうございます。最終自治会との、解散されているんで、最終自治会

との取りまとめというか、そういうお話合いの中でなにかさらに意見とか、ど

んな感じでしたかね。 
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最後のご要望が令和３年１２月に要望いただいており、高安睦自治会さん

へ、自治会長、自治会役員さんに対しまして令和４年２月に協議の場を設けて

この回答を行っており、特にそこでは今の回答で、それ以上のご意見はござい

ませんでした。 

 

ありがとうございます。富雄川への接続、改修というのが一番の大切なとこ

ろというふうにお伺いしましたので、町のほうからもまた県のほうへ早期に改

修いただけるようにご要望引き続きよろしくお願いします。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、その他についてはこれをもって終わります。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了しました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

閉会にあたり、町長の挨拶をお受けします。 中西町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、建設水道常任委員会を閉会します。 

お疲れ様でした。 

（ 午前９時５５分 閉会 ） 

 


